
一 般 質 問 通 告 一 覧 表 

平成２２年６月定例会 

Ｎｏ．１ 

通告順 氏     名 ／ 件  名  及  び  要   旨 

   

１ （多 田 政 拓） 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．町内小中学校の部活動、クラブ活動等について 

学校が関与している児童、生徒の活動についての現況と、対応について、以下の点

を伺う。 

１．各学校で行われている活動の現況は？ 

  （活動の内容、参加人数、施設、用具、資金、指導者等） 

２．活動を行う上での問題点は有るか？ 

３．今後の進め方、考え方は（尐子化による対応等） 

 

 

   

２ （牧 田 弘 満）  
   
 
 １．町内で口蹄疫が発生したら？ 

口蹄疫の発生から終息にいたるまで、行政がとるべき対応策について、説明願いた

い。 

 

 

   

３ （谷 村 琢 哉）  
   
 １．公営住宅の未来（安平町住宅総合計画を基本に質問します） 

 

 

 

 

早来北町公営住宅……既に耐用年限が全経過しているため、平成 26 年から現状敷

地による現地建て替えを予定 
 

  

（1） 北町地区の住民から「新しく建ててもらっても家賃が高すぎて、年金暮らし

の私達には住むことができない」との陳情を複数いただきました。 

 

① 北町地区の方に実施したアンケート結果をご報告していただき、その上で行政

の考えをお知らせ下さい。 

② 「５年間の傾斜家賃」について、住民説明をする中で、不安を抱く住民に対し

て、どのような対応（説明）をしているか。 

  また、関連して、追分南・早来大町東公住を建て替えた際にも、「家賃アップ」

への住民不安があったと思うが、どういう対応をされたか。そして、今日まで「５

年間の傾斜家賃」終了後の住民から、家賃に対しての悩み相談は受けているか。 
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 早来駅前公営住宅……平成 22 年から早来栄町公営住宅・北町公営住宅の受け皿と

して新規建設を予定 

 

  

（2） ① 計画が進んでいない理由 

② これからの予定（方針） 

 

 

 安平駅前公営住宅……安平東公営住宅の受け皿として、平成 23 年・27 年の新規建

設を予定 

 

  

（3） ①計画では、北町よりも３年早い来年度から 20戸の建設を予定しているが、

北町などと同様に「新規建設をしてもらっても、入居できない」という、安平

東公営住宅の住民は尐なくないのではないか。その調査結果と今後のスケジュ

ールをお伺いします。 

 

 

 追分北公営住宅……一部用途廃止後、水洗化未整備・高齢化未対応・浴室未整備で

あることから、平成 30年より、現地建て替えを予定 

 

  

（4） ①追分北公営住宅周辺の下水道工事が完了したのを受けて、建て替え計画議

論を早める考えはないか、お伺いします。 

（5） 住宅総合計画（P26）には、「移住・定住アドバイザーの創設」とあるが、こ

の事業の内容と活動内容をお知らせ下さい。 

 

 

２．「あびら夏！うまかまつり」のこれから 

「メロン祭り」と「かしわ祭り」は、快くスムーズに「あびら夏！うまかまつり」

に移行されたと思っていたが、追分地区の住民から、追分地区で祭りが開催されない

ことへの不満の声が出ています。これでは、せっかくの祭りも両地区の一体感の醸成

を妨げかねません。もし、「うまかまつり」が追分地区だけで開催され続けたら、逆

に早来地区の住民は、同様の不満の声をあげるでしょう。追分地区の不満の声は、理

解できます。 

① 行政は、この様な状況にあることを認識していますか。 

② 今回、中止になったことを好機ととらえ、「あびら夏！うまかまつり」の開催

方法について、見直すべきではないでしょうか。 
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４ （高 山 正 人） 
  

 １．ときわキャンプ場と鹿公園の利用について 

 本町には、両地域にそれぞれ「ときわキャンプ場・鹿公園」があり、近年はパーク

ゴルフ場や周辺整備で施設も充実してきたが、次について、お伺いします。 

 ① ４年間の利用状況をお伺いします。 

② 両施設のＰＲ状況について、お伺いします。 

 

   

５ （奥 野  嵩） 
  
 １．介護保険制度の現状打開は急務 

 ① 介護保険制度は、利用者の所得を考慮せずに、一律１割の利用料を徴収するた

め、低所得者には相対的に過大な負担となり、かつ支給限度額を上回る分は全額

自己負担となる。そのため、必要なサービスの利用を抑制する事態が生じ、家族

に介護の負担が重く圧し掛かっている。制度発足の目的とされた「介護の社会化」

に逆行する事態も生まれている。在宅介護の現状について、どのように把握し、

認識しているか。また、各施設の入所申込み・待機者が拡大しており、対策が急

務だと考えるが。 

 ② 経済的な理由や介護施設の不足から、サービスの利用を抑制しなければならな

い事態を解消するために、どのような対策を講じてきたか。 

また、今後の計画について。 

 ③ 特に、特養について。施設は、陽光苑の１ヵ所だけであり、入所を申し込んで

も、入所できる見通しも立たない状態が長期に続いています。待機者の解消のた

めに、これまでどんな手立て・対策をとってきたか。今後、どのような対策・計

画を持っているか。 

 

２．町政執行方針について問う 

 最重要政策課題の「５．健全な財政運営の堅持」の項で、「身の丈にあった健全な

財政運営を堅持する必要」から、「公共施設の統廃合及び維持管理の民間経営手法の

導入検討」とあるが、 

 ① 「公共施設の統廃合」では、今後、どんな施設の統廃合を考え、計画している

か。 

② 「民間経営手法」とは、どんな手法をさしているのか。 
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３．教育行政執行方針の父母負担増及び教育・保育の専門性 
 

 ① はやきた子ども園と追分幼稚園の使用料の不均衡について、追分幼稚園の使用

料は、「本年度、保護者に対して丁寧に説明し、理解を得ながら、料金の格差解

消に努める」とある。勤労者所得が減り続けているもとで、町民への負担を増や

すことに反対。かつ、積極的な定住化や尐子化施策を打ち出していることと矛盾

しているし、「一体感の醸成」のうえでも得策ではないと考える。 

② 子ども園、保育園、幼稚園職員の雇用形態 

子ども園、幼稚園の園長とも嘱託。保母、教諭も正職と臨時で構成されている。

執行方針のなかに、「幼児期における教育は、生涯にわたる人間形成の基礎を培

う大切なものであるとの認識に立ち」とあるように、幼児教育の重要性と保育・

教育の専門性を考えれば、とりわけ園長の嘱託については、検討が必要と考える

が。 

 

 

   

６ （工 藤 隆 男） 
  

 １．介護サービスについて 

町内のお年寄りの高齢化が進み 29.5％で 2,660 名を超え、独居や高齢者世帯が増加

しています。老健施設の入所待機者が増加して狭き門になっています。 
 
１） 国の基準の変更で、要介護認定が軽くなった事例は、町内で何件あるのか。 

 ２） 認定は現在、１次判定は調査項目に基づき、誰が判定しているのか。現場の

ケアマネジャーも調査に立ち会わす必要があるのではないか。 

 ３） 今後、要介護者が増えることが想定されるが、具体的な対策はあるのか。 

 ４） 待機者の数は、全国で 42万人、施設の更新や増強が必要ではないのか。 

 ５） 要介護２以上の認定者数の 37％以下に抑える制度は、生きているのか。 

 

２．町内交通体系について 

町内には、ＪＲ北海道の駅や高速道路のインターもあり、ハイヤーや、町内循環バ

スも運転され、見た目は、交通体系に恵まれているように見えますが、現実は列車の

本数やバスの便数も尐なく、決して恵まれているとは言えません。 
 
１） ハイヤー会社が２社あり、経営が苦しく撤退する動きがある。 

 ２） ハイヤー会社と、どのような話し合いをしたのか。 

 ３） 今後の対応をどのように考えているのか。 

 ４） 循環バスの利用状況と乗車数は、向上しているか。 

 ５） 町内交通体系をどのように利便性を向上させようとしているのか。 
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７ （小笠原 直 治） 
  

 １．「安平町まちづくり基本条例」の制定へのプロセスについて 

 ○ 制定へのプロセスの進捗状況について、明らかにされたい。 

○ まちづくり基本条例を制定しなければならない必要性を町民がどの程度、理解

をしているのか、明らかにされたい。 

○ 基本条例の制定にあたり、まちづくり委員が係わっているが、その他にはどの

ような人々により、どの様にまとめていくのか、伺いたい。 

○ 条文の開示と精査・検討について、どの様に遂行していくのか、明らかにされ

たい。 

○ 制定後の検証体制についての考えを、明らかにされたい。 

 

２．安平町立追分幼稚園の運営について 

 ○ 尐子化の中で、追分幼稚園の将来に向けての方向性について、明らかにされた

い。 

○ 早来子ども園、追分幼稚園との違い、さらに教育のねらいについて、伺いたい。 

○ 町立の二つの施設において、教職員の活性化を図る意味での人事交流について

の考え、を伺いたい。 

○ 今後、園児間の交流を図る考えがあるか、伺いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


